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はじめに 

  本基準書は、近江八幡市水郷ブランド農産物「水郷野菜」の基準を定めたものです。この基準は、減化学

合成農薬・減化学肥料栽培を通じて、琵琶湖と水郷の水環境に配慮し安全性の高い農作物づくりを進められ

るよう、農業生産者が守るべき生産、食品安全、環境配慮を明らかにしています。また、「水郷野菜」の基

準の信頼性を確保するため、審査の基準を明らかにしています。 

水郷ブランド農産物の基準を設けることは、消費者ニーズに合わせた取り組みだけでなく、農産物の付加

価値を高めるとともに効果的な病害虫雑草管理を行う生産者農家の為の基準となることを考えたものです。 

水郷ブランド農産物「水郷野菜」 

（１）コンセプト 

私たちの周りにある自然と農業とのかかわりの中で育まれて来た美しい風景、特に近江八幡市の水郷地

域は、全国第一号の重要文化的景観として選定され、その地域は景観農業振興地域整備計画により維持方

針が策定されています。 

「水郷野菜」は、自然と人との営みがとけあい醸し出す風景を守りながら生産される近江八幡市の農産

物をブランド化として｢水郷野菜｣と名づけ、特産としての農産物づくりを目指すものです。 

減化学合成農薬・減化学肥料、水環境に配慮した野菜を水郷の美しい文化的景観を楽しみ、また思い浮

かべていただきながら、味わっていただこう。美しい風景を見るだけでなく、食べてもいただこう、水郷

の美しい風景を食べる、これが水郷野菜のコンセプトです。 

 

（２）病害虫防除や益虫利用等の対策を駆使して展開する環境保全型農業（ＩＰＭ） 

   水郷ブランド農産物では、総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の考えに基づき、環境保全型農業を実現

するために次の取り組みを行います。 

１、 堆肥や有機肥料を使用し、土壌活力を高める土づくりを通じて、根張りのよい健康な植物体をつ

くる。植物自体の免疫力・抵抗力を高めることで気象影響や病害虫に抵抗力のある作物づくりを

目指す。 

２、 土着天敵類の働きを活かし、化学合成農薬によらない雑草防除に努力する。耕種的防除「草刈に

よる雑草対策」、物理的防除「防虫ネット、粘着板の設置など」、生物的防除「天敵生物を活用し

た防除など」を行い化学合成農薬の使用を削減する。 

３、 病害虫の発生に対して、早期に対応できるよう、点検モニタリングを行う（フェロモントラップ

の設置など）早期に対応することで、対象病害虫だけに効果のある化学合成農薬に限って、必要

最小限の範囲と使用量に抑える。 

４、 着果促進剤に代えて、ミツバチやマルハナバチなどの有用昆虫を利用する。 

 

 

 



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

「総合的病害虫雑草管理（広義のＩＰＭ ： Integrated  Pest  Management）」 

  ＩＰＭとは、天敵益虫の活用や計画的な栽培管理、最小限で効果的な化学合成農薬使用など、多様な技術

を組み合わせて、作物栽培システム全体の管理の中で総合的な病害虫雑草防除の体系を組む方法である。特

定の病害虫雑草の防除だけでなく、土の中に元来生息する有用微生物や益虫的な天敵保護を考慮し、天敵益

虫の働きを活用した防除方法を採用する。ＩＰＭは基本的に１つの技術で１００％の効果を望むのではな

く、効果が３０％、５０％、７０％の技術を複数組み合わせることで、総合して９０％程度の効果を上げる

ことを目標としている。 

化学合成農薬の使用は、病害虫雑草防除に関して、次のような限界を持っている。第一に、農薬処理は、

害虫を抑制する働きをもつ目に見えない土着天敵益虫や有益な土壌微生物まで、同時に駆除してしまう。第

二に、農薬処理は、虫体に致死濃度に至らない薬量が付着したとき、害虫にホルモン的な反応を引き起こし、

害虫の増殖を高める場合がある。これを誘導多発性という。第三に効果が高かった農薬でも、繰り返し処理

することにより、病害虫に薬剤抵抗性がついて効果が低下する。その結果、新しい化学農薬に切り替え、さ

らに、その新しい農薬に薬剤抵抗性がつくという、繰り返しが起きる。 

これに対して、ＩＰＭは、「科学的防除」「生物的防除」「物理的防除」「耕種的防除」など複数の防除技術

を組み合わせることで、誘導多発性や薬剤抵抗性を防ぎ、防除回数を削減しようとするものである。ＩＰＭ

は、有機農法とは異なり、全体として、病害虫雑草に抵抗できる栽培の仕組みをつくり、化学合成農薬の使

用を最小限にとどめようとする防除方法である。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

（３）化学合成農薬および化学肥料の使用量基準 

   化学合成農薬の使用量は、殺菌剤、殺虫剤、除草剤などの延べ使用有効成分数とし、化学肥料の使用量

は、使用した化学肥料の全窒素成分量とし、削減基準は滋賀県環境こだわり農産物基準として定める、慣

行栽培の５割以下とする。 

（４）周辺水域への配慮 

     化学合成農薬の使用は、琵琶湖、内湖、水郷地帯の水環境に影響を与える。この影響を最小限にとどめ

るため、周辺動植物や魚介類に強い影響を与える恐れのある「魚毒性Ｃ類」の化学合成農薬の使用は、極

力避けることとする。 

（５）出荷前休薬日数の設定 

  指定農作物について、出荷前の休薬期間「収穫前日数以上に日数を加算」を設けています。 （作物別休

薬期間の別表「附表（１）」に基づき実施） 

（６）審査 

認証農家は、別表アクションコードに従って生産を行い、審査を受けなければなりません。 

 

 

 

 



「行動基準」アクションコード 

コード  実施基準 基準内容 

 

１ 安全安心への取組 

農産物の安全性を高める取組として、圃場における作業から出荷作業までの農薬や肥料等の取扱い管理

まで、それぞれの圃場に由来する土壌の力が発揮され、農産物はもとより作業者のより安全性の高い取組

を図るものです。地域資源の健全な活用、農業資材の適正管理を定めます。 

化学合成農薬の使用量は、殺菌剤、殺虫剤、除草剤などの延べ使用有効成分数とし、化学肥料の使用量

は、使用した化学肥料の全窒素成分量とし、削減基準は「滋賀県環境こだわり農産物基準」として定める

慣行栽培の５割以下とします。 

１．１ 化学合成農薬の取扱い 

１．１．１ 必須 国内登録農薬の中で、滋賀県農作物病害虫雑草防除基準に基づく農薬を使用して

いる。 

１．１．２ 必須 農薬の取扱い（混合・希釈）と散布は、農薬ラベルの指示に従っている。 

１．１．３ 必須 農薬散布について、下記の事項を記録している。 

① 対象作物および品種 

② 散布場所（圃場の名称） 

③ 作業日 

④ 農薬の商標名および有効成分 

⑤ 散布量（混合水の量と投薬量） 

⑥ 作業者名 

⑦ 散布の根拠となった病害虫や除草など 

⑧ 農薬散布機・散布方法 

⑨ 使用時期（収穫前日数並びに休薬日数） 

１．１．４ 必須 農薬の購入に当たっては、使い残しの農薬が発生しないよう計画的な購入をし、

散布後のやむを得ない残量は、散布むらの補正対応で処理している。 

１．１．５ 必須 苗を育成する場合、育苗記録と使用農薬の記録をとっている。 

１．１．６ 必須 点検・モニタリング・予察により適期に適正な防除に努め、最低必要量による農

薬防除をしている。 

１．１．７ 選択＊ ミツバチなどの有用昆虫や粘着板等を利用して使用農薬を削減している。 



１．２ 肥料 

１．２．１ 必須 購入した肥料はその化学成分表を確認し、窒素、リン酸、カリウムなどの含有量

を把握している。 

１．２．２ 必須 過度の施肥による土壌、地下水、作物の汚染が起こらないよう、必要最低限の施

肥量を適切な方法として、局所施肥や側条施肥の技術で施肥するなどしている。 

１．２．３ 必須 施肥について以下の内容を記録している。 

① 施肥した圃場 

② 作業日 

③ 肥料の商標名と成分 

④ 施肥量 

⑤ 施肥の方法 

⑥ 作業者名 

１．３ 農薬の飛散・残留への対応 

１．３．１ 選択＊ 農作物について年１回以上残留農薬分析を行うよう努めている。 

 

１．３．２ 必須 周辺地への農薬のドリフト（飛散）がないように、散布方法や散布機具のノズル

対応、風向きなどに気をつけている。 

１．３．３ 選択＊ 農薬のドリフト対策として緩衝地帯や遮蔽物・バンカー作物などを設ける対策を

している。 

１．３．４ 必須 指定農作物について、出荷前の休薬期間「収穫前日数以上に加算日数」を設けて

います。附表（１）の休薬日数指定作物表に基づき実施 

１．４ 堆肥の適正利用 

１．４．１ 必須 堆肥などの有機資材の使用は、雑草種の混入、臭気の発生、不十分な発酵状態な

どによるリスクを判断し、完熟堆肥を利用するなどリスクを回避するよう工夫し

ている。 

（附表（２）の堆肥その他の有機質資材の適正施用量を参照） 

１．５ 土づくり 

１．５．１ 必須 前作の稲わら、籾殻、麦わら等を焼却せずすき込みをしている。 

１．５．２ 選択＊ 土壌改良、土壌団粒化、土中の微生物量の増加などの努力をしている。例えば、

耕畜連携による地域内利用を主体とする堆肥の使用、緑肥の栽培、クリーニング

クロップの作付けなどの手法による土壌改良、またプラウ耕などの物理的手法に

よる土壌改良などを行っている。 

（堆肥施用量は：附表（２）参照） 

 

 



１．６ 安全管理 

１．６．１ 必須 肥料が農産物、種苗、梱包材、農薬などと接触しないよう保管している。 

１．６．２ 必須 防護服・防除器具等は、防除作業後に清掃・洗浄している。 

１．６．３ 必須 栽培する品種を選択する際、消費ニーズ、耐病性、耐虫性、農薬や肥料の使用量

が少ないものなどから品種を選択している。 

ただし、地域の伝統野菜は、固有の品質特性を活かすためこの限りでない。 

１．６．４ 必須 農作物の輸送時の安全対策をしています。輸送用のトラック、コンテナ等を異物

混入などがないか確認するとともに清掃している。 

１．６．５ 必須 農産物の取扱いについて、安全対策をしている。例えば、体調の悪い人やケガを

している人の作業を中止する。手洗い、つめの長さ、喫煙・休憩・食事の場所な

ど安全対策に工夫をしている。 

１．６．６ 必須 農地や農業施設から出たゴミを減らす努力をしている。ゴミは分別して決められ

た場所に保管し適正処理している。稲わら、麦わら、野菜くずなどの作物残渣は

農地にすき込むか家畜飼料として利用している。 

１．６．７ 必須 農薬の空き容器の処理は、適正処理として公的な機関などの廃プラスチック回収

を利用している。 

１．６．８ 必須 作業者は農薬のラベルに従って、ゴム靴、防水服、ゴーグル、ゴム手袋、マスク

などの防護服を着用している。 

１．６．９ 選択＊ 農薬に対する依存を軽減・残効肥料を有効利用することから、輪作に努めている。 

２ 景観形成 

農業が醸し出す風景は、文化的な景観として四季の移ろいと共に一期一会の景観を提供し、この様な関

わりを意識した農業は、その農作物の付加価値を高めると共に、健全な農業の仕組みになるものです。 

２．１ 圃場管理 

２．１．１ 必須 麦、稲などのわらや籾殻などは農地に還元する。圃場全体での焼却はしないが、

やむを得ない一部の焼却は火の管理に努めている。 

２．１．２ 必須 圃場の適正管理に努めるとともに、特に収穫後の農作物残渣を放置せず、早期す

き込みをしている。 

２．１．３ 必須 圃場の使用していない間（未使用期間）は、適正に耕種的雑草対策等をしている。 

２．２ 耕種的雑草対策 

２．２．１ 選択＊ 畦畔を有する圃場の畦畔草刈により除草剤を控える耕種的対応や畦畔など圃場周

辺へ在来性植物によるグランドカバープランツ、花などの景観作物を植栽してい

る。 



２．２．２ 必須 風景を損なうような除草剤の使用を避け、景観に配慮して耕種的防除を行うなど、

除草剤の使用について工夫している。 

３ 水質管理と水利用 

水郷野菜は、市域全体に広がる取組として、地域の健全な水利用と生態に配慮した農業により育まれる

もので、里川から河川、内湖、水郷まで地域の工夫された利水により、適地適作の農産物生産につながる

ものです。 

３．１ 水環境対策 

３．１．１ 必須 魚介類に強い影響を与える恐れのある化学合成農薬「魚毒性区分Ｃ類」の使用を

避けるよう努め、やむを得ず使用する場合は、水域に流出しないよう工夫をして

いる。 

３．１．２ 必須 除草剤をはじめ農薬や肥料を必要以上に使用しないよう気をつけるなど、使用し

た農薬や肥料が水域を汚染しないよう各種代替技術を活用する工夫をしている。 

３．１．３ 必須 化学肥料の保管場所は以下の点を満たしている。 

① 肥料が日光や霜、雨の影響を受けないようになっている。 

② きれいに清掃されており、ごみやこぼれた肥料が無い。 

③ 環境、とくに水域を汚染する危険性が無い。 

３．２ 水利用対策 

３．２．１ 必須 未処理の下水は灌漑に使わず、下水が圃場に入ってこないようにしている。 

３．２．２ 必須 農産物を最後に洗う水や農産物と触れる氷や水は飲んでも害のない、地域の飲用

水の基準に適合しているものを使用している。 

３．２．３ 必須 農産物や農薬散布機材を洗う水が、下流水路などの水域を汚さないよう工夫をし

ている。 

３．３ 生態環境 

３．３．１ 選択＊ 農地周辺に生息する動植物を把握しており、それらと自分の農業活動にどのよう

な関係があるか認識している。 

３．３．２ 選択＊ 農業生産に支障の無い範囲で、自分の農地内または周辺地の動植物の多様性を助

長するために努めている。ただし、獣害や害虫対策としては助長しない適正管理

を行うものとする。 

３．３．３ 必須 自分の農業活動によって起こる環境破壊を最小限にとどめるために何らかの努力

をしている。 

３．３．４ 選択＊ 地域固有の品種特性や栽培技術、作物の特徴を守り育む、地域野菜の栽培に努め

ている。 



３．４ 研修 

３．４．１ 必須 行政等が開催する研修会に進んで参加するようにしている。 

４ 審査その他事項 

安全を高める取り組みには、周辺環境への配慮とエネルギーの節減、日々の作業管理、記録と確認審査

が大事です。 

４．１ 審査 

４．１．１ 必須 自己審査を年１回以上行ったことが、チェックリストの記録でわかるようにして

いる。 

４．１．２ 必須 自己審査の結果、不適合であった項目を改善し、記録として残している。 

４．１．３ 必須 審査の受入時には、関係記録を準備し、対応が出来るようにしている。 

４．２ 周辺配慮 

４．２．１ 選択＊ 住宅地等の近くでの作業は、早朝または夕方遅い作業での騒音・雑音は最小にす

るよう配慮している。 

４．３ エネルギー 

４．３．１ 必須 温室効果ガスである二酸化炭素の排出抑制や資源の有効利用等に資するため、ハ

ウスの加温、穀類の乾燥など施設・機械等の使用や導入に際して、不必要・非効

率的なエネルギー消費がないよう努めている。例えば、不必要な照明の消灯や木質ボイ

ラーなどの利用。 

上記の１から４の中の選択＊項目については、中から３項目を選択して実施するものとする。 

 

審査体制  審査の主体は、近江八幡市が滋賀県・農業者団体の協力のもと実施しますが、必要に応じ審査委

員会を滋賀県・農業者団体・研究者等で組織して審査を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



栽培基準等 

附表 （１）  

                          単位：日     

   休薬日数指定作物表 

区分 品種名 休薬期間(加算日数) 

野菜 

たまねぎ 3 

キャベツ 3 

白菜 3 

かぼちゃ 3 

枝豆 3 

スイートコーン 3 

かぶ 5 

大根 5 

にんじん(葉無) 7 

れんこん 10 

さつまいも 10 

ジャガイモ 10 

里芋 10 

山芋 10 

ごぼう 10 

果樹 

すいか 3 

ぶどう 3 

メロン 3 

梅 3 

なし 3 

柿 3 

栗 10 

 

   休薬期間（日数） 

各種化学合成農薬には、使用上における収穫前日数がありますが、その日数に上記附表の日数を加算

して休薬期間（日数）とします。 

 



（２）たい肥その他の有機質資材の適正使用 

たい肥その他の有機質資材を使用する場合は、滋賀県の環境こだわり農産物の基準を準用して使用するこ

ととします。                  

 

（３） 化学合成農薬および化学肥料の使用量の基準 

  滋賀県の環境こだわり農産物の基準のとおりとする。 

 ※滋賀県の環境こだわり農産物の基準に示されていない農作物は、以下のとおり市が別に定めるものとす

る。 

 

附表（２） 

化学合成農薬および化学肥料の使用量の基準（上限）（市が別に定めるもの） 

 

区  分 

 

農作物名 

 

作型等 

（おもな収

穫時期） 

使用量の基準 

（５割以下の基準） 

化学合成農薬 

（延べ使用成分数） 

化学肥料 

（窒素成分量ｋｇ／１０ａ） 

野菜 葉茎 

菜類 

子持たかな 12月～3月 ３ １４ 

果樹 マンゴー １１ １０ 

 

附図 

（１）土壌図 

 

手続きフロー 

 

 農 家 申請「申請書・生産計画・栽培位置図・アクションコード表」 → 書類審査 

 

                            ←  使用承認 

 

現地確認「市・県・ＪＡ」 

 

取り組み確認・審査・残留農薬測定「申し出・抽出他」 



 

     実績報告「栽培管理記録の写・アクションコード表」 → 書類確認 

  

完了   近江八幡市     

 


